
 

 

令 和 6 年 5 月 1 7 日 

秋田行政監視行政相談センター 

 

  

○東北管区行政評価局長表彰状の授与(２名)等 

○今年度の行政相談業務実施方針を説明 
 

開催日時：令和６年 5 月 23 日（木）13 時～16 時 

開催場所：秋田県社会福祉会館 10 階 大会議室 

 

会議内容： 

(1) 秋田行政監視行政相談センター所長（佐々木 猛）挨拶 

(2) 東北管区行政評価局長挨拶  

(3) 来賓祝辞（秋田市長）       ※代理出席 

(4) 表彰状等の授与等     (13:20 頃～) 

・ 東北管区行政評価局長表彰状の授与 

・ 秋田行政監視行政相談センター所長感謝状の贈呈 

・ 公益社団法人全国行政相談委員連合協議会長表彰状の伝達 

(5) 令和６年度行政相談業務実施方針等 

 

【行政相談委員全体会議】 

秋田県内の行政相談委員（82名）が年に１回一堂に会する会議です。 

 

 

 



【表彰等の被表彰者】 

令和 6 年度東北管区行政評価局長表彰被表彰者（2 名） 

○石
い し

塚
づ か

 稔
みのる

 委員（秋田市担当） 69歳 

住所：秋田市（河辺） 

委嘱期間：平成 27年 4月 1日～ （9年） 

※毎月、定例相談所を開設しているほか、行政相談

週間中に公共施設において、同市担当委員ととも

に広報活動を実施。 

 

○石
い し

田
だ

 豊作
ほうさく

 委員（横手市担当） 73歳 

住所：横手市（増田） 

委嘱期間：平成 25年 4月 1日～ （11年） 

※毎月、定例相談所を開設しているほか、商業施設

において、同市担当委員とともに広報活動を実施。 

 

 

令和 6 年度秋田行政監視行政相談センター所長感謝状被贈呈者（7 名） 

○ 草薙
くさなぎ

 栄
え い

良
りょう

 委員（大仙市担当） 67歳 

住所：大仙市 

委嘱期間：令和 3年 4月１日～ （3年） 

 

○ 齋藤
さいとう

 恭一
きょういち

  委員（大仙市担当） 66歳 

住所：大仙市 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

○ 佐藤
さ と う

 幸子
さ ち こ

 委員（大仙市担当） 66歳 

住所：大仙市 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

 



○ 柴田
し ば た

 敬史
ひ ろ し

 委員（大仙市担当） 68歳 

住所：大仙市 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

○ 國安
くにやす

 格
か く

道
ど う

 委員（横手市担当） 54歳 

住所：横手市（大雄） 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

○ 國安
くにやす

 清久
きよひさ

 委員（横手市担当） 66歳 

住所：横手市（平鹿） 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

○ 鈴木
す ず き

 弘
ひ ろ

志
し

 委員（横手市担当） 70歳 

住所：横手市 

委嘱期間：令和 3年 4月 1日～ （3年） 

 

 

令和 6 年度公益社団法人全国行政相談委員連合協議会長表彰被表彰者 

○ 小松
こ ま つ

 龍
りゅう

昇
しょう

 委員（大仙市担当） 62歳 

住所：大仙市（太田） 

委嘱期間：平成 16年 4月１日～ （20年） 

 

 

 

 

 



【行政相談業務実施方針の説明等】 

当センターによる説明のポイントは次のとおりです。 

・ 行政相談委員と秋田行政監視行政相談センターとの

協働による広報活動の展開 

（行政相談改善事例パネル展、各種団体・小中学校で

の出前講座、合同相談所や各種イベントの開催に合

わせた広報活動等） 

・ 円滑な行政相談委員活動に向けての支援 

（定例・特設相談所の支援、委員活動に役立つ各種情

報の提供等） 

 

 

【行政相談委員とは】 

行政相談委員とは、総務大臣から委嘱を受けたボランティアで、住民から

苦情や意見・要望等を受け付け、これを関係行政機関に通知し、その解決の

促進を図る活動を行っています。 

県内では 82名（各市町村に 1名以上配置）の行政相談委員が、相談所（市

町村役場、公民館等）を開設するなどして、地域の皆様からの相談を受け付

けています。 

 

【公益社団法人全国行政相談委員連合協議会とは】 

公益社団法人全国行政相談委員連合協議会とは、全国約 5,000 人の行政

相談委員が都道府県単位に組織している行政相談委員協議会の全国連合組

織です。民間の立場から行政相談委員制度の普及発展に努力しています。 

 

 

 

 《照会先》 

総務省 秋田行政監視行政相談センター 

行政監視行政相談課 坂 下 

電話：018-824-1426 

 

キクーン 
（総務省行政相談マスコット） 


